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学校法人東京聖徳学園では次世代育成支援のため、下記のとおり行動計画を策定しています。 

 

 

記 

 

 

 

１． 計画期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

 

２．行動計画 

 

（１） 妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための

雇用環境の整備  

〇母性健康管理や出産休暇、育児休業及び育児短時間勤務等の諸制度についての広報活動を

拡充し、制度の理解を深める。 

① 母性健康管理についてのパンフレット等を作成し学内イントラに掲載。 

② 妊娠中や産休・育休復帰後の女性職員のための相談窓口の設置。 

③ 産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除等の内容を学内イ

ントラに掲載し情報提供する。 

 

（２） 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 

〇年次有給休暇の取得促進を図る 

① 定期的に有給休暇取得率を確認し、改善のための対策を講じる。 

② 学内メールや学内イントラを活用し、有給休暇取得の啓蒙活動を実施する。 

③ 子供の学校行事、祭事等の地域イベント、ボランティア活動時に有給休暇取得を促進す

る。 

 

 

 

 

 

以上 

 


